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自動火災報知設備の感知器の設置に関する選択基準について(通知) 

 

 改正 平成 6 年 2 月 15 日消防予第 35 号 

 

 自動火災報知設備の設置に係る感知器の選択については、「自動火災報知設備の

感知器の設置に関する選択基準について」(昭和 60 年 6 月 18 日付け消防予第 77

号)に基づき運用しているところであるが、平成 3 年 6 月 1 日に「消防法施行規則及

び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(平成 3 年自治省令第 20 号)

が施行され、自動火災報知設備の感知器に新たに炎感知器の使用が可能となったこ

とに伴い、自動火災報知設備の感知器の設置に関する選択基準の全部を別添のよ

うに改めることとした。 

 ついては、自動火災報知設備の感知器の設置については、今後、改正後の基準に

基づき、適切な指導をお願いする。 

 なお、貴管下市町村にもこの旨示達の上、よろしく御指導願いたい。 

 

別添 

 

   自動火災報知設備の感知器の設置に関する選択基準 

 

第 1 選択基準 

  自動火災報知設備の設置に係る感知器の選択は、消防法施行規則(以下「規則」

という。)第 23 条第 4 項から第 7 項までの規定によるほか、その運用に当たっては、

次により設置場所の環境状態に適応する感知器を選択するよう指導すること。 

 

 1 多信号感知器又は複合式感知器以外の感知器の設置について 

  ア 規則第 23 条第 4 項第 1 号ニ(イ)から(ト)まで及び同号ホ(ハ)に掲げる場所に

設置する感知器は、別表第 1 によること。 

  イ 規則第 23 条第 5 項各号又は第 6 項第 2 号若しくは第 3 号に掲げる場所のう

ち、別表第 2 の環境状態の項に掲げる場所で非火災報又は感知の遅れが発生する

おそれがあるときは、規則第 23 条第 5 項各号に掲げる場所にあっては同表中の適

応煙感知器又は炎感知器を、規則第 23 条第 6 項第 2 号又は第 3 号に掲げる場所

にあっては同表中の適応熱感知器、適応煙感知器又は炎感知器を設置すること。 

    なお、煙感知器を設置したのでは、非火災報が頻繁に発生するおそれ又は感

知が著しく遅れるおそれのある環境状態にある場所にあっては、規則第 23 条第 4 項



第 1 号ニ(チ)に掲げる場所として同表中の適応熱感知器又は炎感知器を設置するこ

と。 

 

 2 多信号感知器及び複合式感知器の設置について 

   多信号感知器及び複合式感知器の設置については、その有する種別、公称作

動温度又は当該感知回路の蓄積機能の有無の別に応じ、そのいずれもが 1 により

適応感知器とされるものとすること。 

 

第 2 選択基準の運用 

 

 1 別表第 1 及び別表第 2 に示す設置場所については、環境状態が類似する場所

であれば、具体例以外の場所であっても本基準を適用して差し支えないものであるこ

と。 

 

 2 既に設置されている感知器で非火災報が多く発生する感知器又は失報のおそれ

のある感知器については、本基準に準じて感知器の取換えを指導すること。 

 

第 3 その他 

  この基準の施行に伴い、「自動火災報知設備の感知器に関する選択基準につい

て」(昭和 60 年 6 月 18 日付け消防予第 77 号)は、廃止するものであること。 











 




